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（３）用途分類「所管」：福利厚生（評価対象 14 施設/20,750 ㎡） 

 ［福利厚生］に分類される施設は、以下の 15 施設です。ただし、市営斎場は今後

解体・新設予定ですので、評価には含んでいません。そのため、施設（敷地単位）カ

ルテは 14 施設が対象となっています。 

 なお、河内長野駅前市民センター、フォレスト三日市、子ども子育て総合センター

「あいっく」は床のみ保有しています。 

 

 A001 千代田台保育所 

 A002 児童療育支援プラザ 

 A003 福祉センター（錦渓苑） 

 A004 障がい者福祉センター（あかみね） 

 A005 障がい者福祉センター（あかみね分館） 

 A009 市民公益活動支援センター（るーぷらざ） 

 A014 河内長野駅前市民センター 

 A016 フォレスト三日市 

 A062 休日急病診療所 

 A063 保健センター 

 A094 滝畑レイクパーク 

 A096 河内長野荘 

 A150 市営斎場※ 

 A152 衛生処理場 

 A259 子ども子育て総合センター「あいっく」 
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